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示

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
の
取
消
し
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
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発
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課
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○
建
築
基
準
法
に
よ
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一
団
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都
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整
備
局
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摩
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築
指
導
事
務
所
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築
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介
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福
祉
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局
生
活
福
祉
部
計
画
課
）…
�

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
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一
課
・
開
発
指
導
第
二
課
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○
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売
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試
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実
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…
…
…
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…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
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○
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規
模
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売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

○
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…（
下
水
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局
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○
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指
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排
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備
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業
者
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指
定
…
…
…
…（
同
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
六
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

取
消
し
に
係
る

道
路
の
種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
四
年
三

月
二
十
二
日

小
金
井
市
緑
町

一
丁
目
二
千
三

百
二
十
八
番
十

及
び
同
番
十
二

の
各
一
部

延
長一

二
・
六
〇

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
六
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

福
生
市
大
字
熊
川
字
南
九
十
五
番
四
、
同

令
和
四
年
三
月
三

番
十
一
か
ら
同
番
十
三
ま
で
、
同
番
十
五

か
ら
同
番
十
七
ま
で
、
同
番
十
九
、
同
番

二
十
、
同
番
二
十
三
、
同
番
二
十
五
、
同

番
三
十
四
、
同
番
三
十
五
、
同
番
三
十
七

か
ら
同
番
三
十
九
ま
で
、
同
番
四
十
五
か

ら
同
番
四
十
七
ま
で
、
同
番
四
十
九
か
ら

同
番
五
十
七
ま
で
、
百
十
番
一
、
百
二
十

六
番
一
、
百
三
十
九
番
二
か
ら
同
番
六
ま

で
、
同
番
十
九
か
ら
同
番
二
十
五
ま
で
、

同
番
二
十
七
か
ら
同
番
三
十
三
ま
で
、
昭

島
市
拝
島
町
三
丁
目
千
五
百
六
十
七
番
二

及
び
同
番
三

十
一
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
三
課
（
青
梅
市
河

辺
町
六
丁
目
四
番
一
号
）

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
六
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚

生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

立
川
市
一
番
町
三
丁
目
三
十
二
番

二
、
同
番
六
及
び
同
番
七

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

佐
藤

千
尋

青
梅
市
大
門
一
丁
目
六
百
九
十
九

番
一

西
東
京
市
北
原
町
三
丁
目
二
番

二
十
二
号

株
式
会
社
ア
ー
ネ
ス
ト
ワ
ン

代
表
取
締
役

松
林

重
行

昭
島
市
上
川
原
町
一
丁
目
七
百
十

九
番
二
か
ら
同
番
四
ま
で

立
川
市
砂
川
町
二
丁
目
五
十
九

番
地
の
三

株
式
会
社
ム
サ
シ
田
中
企
画

代
表
取
締
役

田
中

太

青
梅
市
今
寺
一
丁
目
八
百
二
十
四

番
、
同
番
地
先
、
八
百
二
十
九
番

十
二
、
同
番
十
二
地
先
及
び
八
百

三
十
四
番
四

青
梅
市
野
上
町
三
丁
目
二
十
三

番
地
二

株
式
会
社
コ
ス
モ
ホ
ー
ム

代
表
取
締
役

澤
田

厚

福
生
市
大
字
福
生
字
加
美
千
二
百

四
十
番
四
、
同
番
五
及
び
千
二
百

四
十
二
番
三

新
宿
区
高
田
馬
場
三
丁
目
四
十

六
番
二
十
五
号

ア
イ
デ
ィ
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

久
林

欣
也

立
川
市
幸
町
四
丁
目
三
十
六
番
九
、
立
川
市
幸
町
一
丁
目
二
十
一
番
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四
十
番
一
及
び
同
番
三
十
（
第
一

工
区
）

地
一

株
式
会
社
ア
ス
テ
ィ
ー
ク

代
表
取
締
役

宮
谷

祐
介

立
川
市
上
砂
町
五
丁
目
七
十
一
番

六

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

調
布
市
国
領
町
二
丁
目
十
六
番
三

及
び
同
番
二
十
四
か
ら
同
番
二
十

六
ま
で

小
平
市
鈴
木
町
一
丁
目
四
百
七

十
二
番
地
四
十

誠
賀
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
賀
美

誠

小
平
市
鈴
木
町
一
丁
目
四
百
六
十

六
番
二
十
三

小
平
市
鈴
木
町
一
丁
目
四
百
六

十
六
番
地
十
六

株
式
会
社
ｅ
ｇ
ｇ
ｇ

代
表
取
締
役

手
塚

一
之

小
平
市
花
小
金
井
南
町
二
丁
目
七

十
番
二
十
四
、
同
番
二
十
六
及
び

七
十
二
番
十
二

小
平
市
鈴
木
町
一
丁
目
四
百
七

十
二
番
地
四
十

誠
賀
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
賀
美

誠

東
久
留
米
市
学
園
町
二
丁
目
二
十

四
番
六

西
東
京
市
谷
戸
町
三
丁
目
二
十

七
番
十
一
号

有
限
会
社
ジ
ャ
パ
ン
・
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー

代
表
取
締
役

足
羽

博
史

多
摩
市
大
字
落
川
字
十
七
号
千
百

九
十
番
五

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

森

和
彦

小
平
市
小
川
町
一
丁
目
八
百
四
十

九
番
一

小
平
市
た
か
の
台
二
番
一
号

学
校
法
人
創
価
学
園

理
事
長

谷
川

佳
樹

東
久
留
米
市
南
町
四
丁
目
千
五
十

番
一
の
一
部
（
第
二
工
区
）

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
八
番

十
三
号

テ
ィ
ー
ア
ラ
ウ
ン
ド
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
橋

博
範

東
村
山
市
野
口
町
三
丁
目
三
十
八

番
六
及
び
三
十
九
番
十
三
の
各
一

部
（
第
二
工
区
）

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

調
布
市
入
間
町
二
丁
目
七
番
十
一
、

同
番
四
十
三
及
び
八
番
一
の
一
部

西
東
京
市
北
原
町
三
丁
目
二
番

二
十
二
号

株
式
会
社
ア
ー
ネ
ス
ト
ワ
ン

代
表
取
締
役

松
林

重
行

登
録
販
売
者
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
十
六

条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
販
売
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実

施
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

試
験
日

令
和
四
年
九
月
十
一
日
（
日
曜
日
）

二

試
験
の
時
間

午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

三

試
験
場
所

芝
浦
工
業
大
学
豊
洲
キ
ャ
ン
パ
ス
（
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
七
番

五
号
）
、
昭
和
女
子
大
学
世
田
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
（
世
田
谷
区
太
子

堂
一
丁
目
七
番
五
十
七
号
）
、
東
京
外
国
語
大
学
府
中
キ
ャ
ン
パ

ス
（
府
中
市
朝
日
町
三
丁
目
十
一
番
一
号
）
及
び
早
稲
田
大
学
早

稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
（
新
宿
区
西
早
稲
田
一
丁
目
六
番
一
号
）

受
験
し
よ
う
と
す
る
者
が
多
数
あ
っ
た
場
合
に
は
、
他
に
も
試

験
場
所
を
設
け
る
。

四

試
験
方
法

筆
記
試
験

五

申
請
書
類

㈠

受
験
願
書
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び

安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年

東
京
都
規
則
第
七
十
六
号
。
以
下
「
細
則
」
と
い
う
。
）
別
記

様
式
第
九
号
に
よ
る
。
）

㈡

写
真
台
帳
（
細
則
別
記
様
式
第
十
号
に
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
出
願
前
六
月
以
内
に

撮
影
し
た
無
帽
、
上
半
身
、
正
面
向
き
の
写
真
を
貼
り
付
け
た

も
の
）

六

試
験
手
数
料

一
万
三
千
六
百
円

七

申
請
書
類
の
受
付
期
間

郵
送
に
よ
る
申
請
書
類
の
み
受
け
付
け
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
三
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
三
日

（
金
曜
日
）
（
当
日
消
印
有
効
）
ま
で

八

郵
送
場
所

郵
便
番
号

一
六
三－

八
六
九
六

日
本
郵
便
株
式
会
社

新

宿
郵
便
局
留

東
京
都
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
薬
務
課

令
和

四
年
度
登
録
販
売
者
試
験
担
当

九

そ
の
他

㈠

問
合
せ
先

東
京
都
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
登
録
販
売
者
試
験

担
当電

話
〇
三
（
五
三
二
〇
）
四
五
二
二

㈡

試
験
案
内
及
び
受
験
願
書
用
紙
等
は
、
東
京
都
福
祉
保
健
局

健
康
安
全
部
薬
務
課
、
都
内
各
保
健
所
及
び
島
し
ょ
保
健
所
各

出
張
所
に
お
い
て
、
令
和
四
年
五
月
十
七
日
（
火
曜
日
）
か
ら

配
布
す
る
。
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ま
た
、
試
験
案
内
及
び
受
験
願
書
用
紙
等
の
郵
送
希
望
者
に

は
、
令
和
四
年
五
月
十
七
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
四
日

（
火
曜
日
）
（
当
日
消
印
有
効
）
ま
で
に
、
切
手
を
貼
っ
た
角

形
二
号
サ
イ
ズ
の
封
筒
を
送
付
し
た
場
合
に
限
り
、
郵
送
配
布

す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
青
戸
三
丁
目
店

二

店
舗
所
在
地

葛
飾
区
青
戸
三
丁
目
一
番
一
号

三

設
置
者
名

み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
三
号

五

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ

称

六

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

成
沢

潤
治

七

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

吉
田

直
樹

八

変
更
日

令
和
元
年
九
月
二
十
五
日

九

届
出
日

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

十

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
一

縦
覧
期
間

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
八

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
二

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
府
中
店

二

店
舗
所
在
地

府
中
市
緑
町
二
丁
目
六
番
地
の
三

三

設
置
者
名

み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
三
号

五

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ

六

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

江
戸
川
区
北
葛
西
四
丁
目
十
四
番
一
号

七

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
十
九
番
十
号

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

安
田

隆
夫

九

変
更
後
の
小
売
業
者

吉
田

直
樹

の
代
表
者
名

十

変
更
日

令
和
元
年
九
月
二
十
五
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
八

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

リ
ト
ナ
ー
ド
稲
城

二

店
舗
所
在
地

稲
城
市
東
長
沼
三
千
百
七
番
地
の
四

三

設
置
者
名

京
王
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

永
田

正

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

紅
村

康

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア
ほ
か
三
名

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア
ほ
か
二
名

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア
ほ
か
二
名

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

内
藤

雅
浩
（
株
式
会
社
京
王
ス
ト

ア
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

山
岸

真
也
（
株
式
会
社
京
王
ス
ト
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者
の
代
表
者
名

ア
）
ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
三
年
四
月
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
八

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

新
丸
の
内
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

二

店
舗
所
在
地

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

三

設
置
者
名

三
菱
地
所
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
一
番
一
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

ア
ッ
シ
ュ
・
ペ
ー
・
フ
ラ
ン
ス
株
式
会

社
ほ
か
九
十
九
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

ア
ッ
シ
ュ
・
ペ
ー
・
フ
ラ
ン
ス
株
式
会

社
ほ
か
八
十
七
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

ア
ッ
シ
ュ
・
ペ
ー
・
フ
ラ
ン
ス
株
式
会

社
ほ
か
十
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

奈
良
県
北
葛
城
郡
広
陵
町
大
字
大
塚
三

百
番
地
一
（
岡
本
株
式
会
社
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

奈
良
県
北
葛
城
郡
広
陵
町
大
字
大
塚
百

五
十
番
地
一
（
岡
本
株
式
会
社
）
ほ
か

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

村
松

孝
尚
（
ア
ッ
シ
ュ
・
ペ
ー
・
フ

ラ
ン
ス
株
式
会
社
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

澤
田

宏
之
（
ア
ッ
シ
ュ
・
ペ
ー
・
フ

者
の
代
表
者
名

ラ
ン
ス
株
式
会
社
）
ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
四
年
一
月
三
十
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
八

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

丸
の
内
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

二

店
舗
所
在
地

千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
四
番
一
号

三

設
置
者
名

三
菱
地
所
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
一
番
一
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
オ
ー
ル
ド
リ
バ
ー
ほ
か
七
十

名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ダ
ル
マ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
ほ

か
六
十
七
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

メ
ー
カ
ー
ズ
シ
ャ
ツ
鎌
倉
株
式
会
社
ほ

か
十
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

神
奈
川
県
鎌
倉
市
雪
ノ
下
四
丁
目
二
番

十
五
号
百
一
号
（
メ
ー
カ
ー
ズ
シ
ャ
ツ

鎌
倉
株
式
会
社
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

神
奈
川
県
鎌
倉
市
雪
ノ
下
三
丁
目
一
番

三
十
一
号
（
メ
ー
カ
ー
ズ
シ
ャ
ツ
鎌
倉

株
式
会
社
）
ほ
か

十

変
更
前
の
小
売
業
者

安
原

弘
展
（
株
式
会
社
ワ
コ
ー
ル
）

の
代
表
者
名

ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

伊
東

知
康
（
株
式
会
社
ワ
コ
ー
ル
）

ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
四
年
一
月
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
八

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
に

つ
い
て

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都

指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

一

商
号
又
は
名
称
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

新
商
号
又

は
名
称

旧
商
号
又
は

名
称

事
業
所

所
在
地

令
和
四

年
一
月

三
十
一

日

〇
二
〇
七

株
式
会
社

マ
サ
ル
フ

ァ
シ
リ
テ

ィ
ー
ズ

株
式
会
社
塩

谷
商
会

大
田
区
蒲
田

三
丁
目
二
十

三
番
七
号
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事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
事
業
所

所
在
地

旧
事
業
所

所
在
地

令
和
三

年
十
二

月
六
日

四
五
七
七

誠
進
工
業

有
限
会
社

葛
飾
区
南
水

元
二
丁
目
二

十
六
番
十
一

号

葛
飾
区
西
水

元
三
丁
目
二

十
一
番
十
五

号

ワ
コ
ー

二
十
一

同
月
十

四
日

五
五
七
五

株
式
会
社

双
管

調
布
市
下
石

原
一
丁
目
三

十
二
番
地
一

調
布
市
佐
須

町
二
丁
目
一

番
地
六

同
月
十

七
日

五
七
八
六

ク
ラ
シ
ッ

ク
工
業
株

式
会
社

八
王
子
市
小

宮
町
九
百
四

十
八
番
地
十

八

調
布
市
佐
須

町
三
丁
目
十

番
地
九

同
月
二

十
八
日

四
二
二
六

有
限
会
社

中
嶋
設
備

町
田
市
高
ヶ

坂
四
丁
目
二

十
五
番
十
六

号

町
田
市
高
ヶ

坂
七
丁
目
四

番
二
十
七
号

令
和
四

年
一
月

四
日

五
四
五
四

株
式
会
社

Ａ
Ｑ
Ｕ
Ａ

Ｓ

中
野
区
江
古

田
四
丁
目
二

十
九
番
十
六

号

中
野
区
沼
袋

三
丁
目
二
十

六
番
十
二
号

同
月
七

日

五
四
〇
七

正
和
工
業

株
式
会
社

足
立
区
青
井

五
丁
目
十
三

番
七
号

Ｓ

Ｈ
Ｏ
Ｗ
Ａ
コ

ー
ポ
レ
ー
ト

ビ
ル

墨
田
区
向
島

一
丁
目
七
番

八
号

同
月
十

七
日

五
七
四
六

タ
ス
ケ
ン

住
設
株
式

会
社

世
田
谷
区
豪

徳
寺
一
丁
目

四
十
六
番
十

八
号

世
田
谷
区
豪

徳
寺
一
丁
目

四
十
一
番
五

号

同
月
十

八
日

五
四
七
九

株
式
会
社

さ
く
ら
ｗ

ｏ
ｒ
ｋ
ｓ

新
宿
区
若
松

町
十
番
一
号

Ｙ
Ｓ
ビ
ル

二
〇
二
号

新
宿
区
河
田

町
四
番
十
号

大
柿
ビ
ル

一
階

同
日

三
五
八
五

有
限
会
社

つ
げ
エ
ン

ジ
ニ
ア
リ

ン
グ

北
区
王
子
本

町
二
丁
目
九

番
四
号

グ

リ
ー
ン
ス
テ

ー
ジ
王
子
一

階

北
区
滝
野
川

一
丁
目
四
番

十
一
号

同
日

〇
一
三
五

株
式
会
社

依
田
商
会

新
宿
区
大
久

保
二
丁
目
七

番
一
号

大

久
保
フ
ジ
ビ

ル
六
一
一
号

新
宿
区
大
久

保
二
丁
目
二

十
一
番
十
二

号

令
和
四

年
一
月

二
十
日

五
四
三
四

株
式
会
社

伏
見
工
業

大
田
区
西
蒲

田
八
丁
目
十

三
番
五
号

Ｆ
Ｋ
ビ
ル

大
田
区
西
蒲

田
八
丁
目
十

三
番
五
号

旭
ビ
ル
三
階

同
月
二

十
四
日

三
六
七
三

株
式
会
社

コ
ー
ジ
建

設

足
立
区
佐
野

一
丁
目
二
十

番
二
十
二
号

足
立
区
佐
野

一
丁
目
二
十

一
番
一
号

同
月
二

十
五
日

五
四
四
五

株
式
会
社

多
摩
空
水

立
川
市
高
松

町
二
丁
目
十

二
番
八
号

立
川
市
曙
町

三
丁
目
三
十

三
番
十
六
号

同
日

〇
五
一
五

建
工
社

江
東
区
住
吉

二
丁
目
十
番

四
号

江
東
区
毛
利

一
丁
目
二
十

一
番
五
号

令
和
四

年
一
月

三
十
一

日

五
〇
〇
七

サ
サ
キ
水

道
設
備
株

式
会
社

江
戸
川
区
上

篠
崎
三
丁
目

八
番
三
号

江
戸
川
区
瑞

江
一
丁
目
十

九
番
一
号

四
〇
三
号

同
年
二

月
一
日

五
〇
九
一

株
式
会
社

水
正
工
業

武
蔵
村
山
市

岸
五
丁
目
五

番
地
の
三

大
田
区
山
王

一
丁
目
三
十

三
番
二
十
三

号

同
日

四
〇
〇
八

有
限
会
社

福
永
設
備

足
立
区
東
伊

興
三
丁
目
五

番
二
十
三－

一
〇
二
号

足
立
区
六
町

二
丁
目
三
番

三
号

令
和
四

五
五
九
五

豊
島
設
備

豊
島
区
長
崎

豊
島
区
長
崎

年
二
月

二
日

外
構

六
丁
目
三
十

一
番
十
号

エ
ミ
ネ
ン
ス

常
澄
三
〇
六

号

三
丁
目
六
番

十
二
号

ヴ

ィ
ラ
長
崎
二

Ｅ

同
月
四

日

四
〇
四
七

村
上
工
業

株
式
会
社

三
鷹
市
上
連

雀
八
丁
目
十

二
番
十
八
号

三
鷹
市
上
連

雀
八
丁
目
十

二
番
五
号

同
月
十

日

四
五
六
二

株
式
会
社

皆
進
東
京

営
業
所

東
村
山
市
秋

津
町
五
丁
目

二
十
三
番
地

六

秋
津
ト

ー
マ
ビ
ル
二

階

練
馬
区
高
松

六
丁
目
九
番

一
号

エ
ム

・
イ
ー
第
五

二
階

同
月
十

四
日

四
九
六
八

白
石
工
業

大
田
区
西
蒲

田
一
丁
目
二

十
一
番
二
十

号

大
田
区
南
千

束
一
丁
目
二

十
二
番
一
号

同
月
十

六
日

三
八
二
一

株
式
会
社

田
口
設
備

武
蔵
村
山
市

大
南
二
丁
目

百
二
十
七
番

地
の
一

東
大
和
市
清

水
三
丁
目
八

百
八
十
八
番

地

同
月
十

七
日

四
九
七
二

髙
橋
工
業

所
株
式
会

社

狛
江
市
東
野

川
一
丁
目
二

十
一
番
六
号

狛
江
市
東
野

川
二
丁
目
三

番
二
号

同
月
二

十
二
日

五
〇
一
九

株
式
会
社

Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ａ

Ｓ
Ａ

目
黒
区
洗
足

一
丁
目
二
番

三
号

ク
レ

セ
ン
ト
福
田

一
〇
二
号
室

目
黒
区
原
町

一
丁
目
十
一

番
八
号

三

代
表
者
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
代
表
者
名

旧
代
表
者
名

令
和
三

年
十
二

月
三
日

一
〇
八
九

九
州
管
工

株
式
会
社

副
島
威
市
郎

副
島

勇
市
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同
月
七

日

一
四
二
七

株
式
会
社

村
上
工
業

村
上

雄
一

村
上

康
雄

同
月
十

四
日

三
一
三
〇

株
式
会
社

光
管
工
設

備

田
中

晶
子

高
山

学
峯

同
月
二

十
二
日

五
〇
二
九

株
式
会
社

東
冷
空
調

木
原

裕
之

川
上

修
一

同
月
二

十
四
日

三
四
六
一

株
式
会
社

コ
ス
モ
設

備

佐
京

弘
忠

佐
京

友
吉

同
月
二

十
七
日

五
〇
六
三

株
式
会
社

榎
本
工
業

所

榎
本

隆
幸

榎
本

延
夫

同
日

四
五
六
五

コ
ー
ザ
イ

株
式
会
社

貝
沼

信
和

小
泉

久
則

令
和
四

年
一
月

四
日

〇
七
九
六

有
限
会
社

茂
呂
田
工

業
所

茂
呂
田
祐
二

茂
呂
田

博

同
日

三
一
六
三

株
式
会
社

野
沢
設
備

井
上

秀
行

井
上

猛

令
和
四

年
一
月

十
四
日

三
二
九
四

東
京
日
化

サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社

東
部
営
業

所

峯
尾

仁

鈴
木

太
一

同
月
十

七
日

〇
一
六
二

日
新
設
備

株
式
会
社

山
家

吉
治

菊
地
冨
士
雄

同
日

五
〇
二
五

首
都
圏
ホ

ー
ム
株
式

会
社

市
川

裕
之

川
村

明
博

同
日

二
〇
六
一

東
京
管
工

機
材
株
式

会
社

伊
藤

太
樹

大
沢

充

同
日

三
九
九
九

パ
ー
ル
工

業
株
式
会

松
川
平
一
郎

髙
野

好

社
東
京
営

業
所

令
和
四

年
一
月

十
八
日

四
〇
六
六

秀
武
工
業

株
式
会
社

竹
内

一

竹
内

秀
文

同
日

三
二
六
九

株
式
会
社

狩
野
組

狩
野

泰
幹

熊
倉

敏
勝

同
日

〇
三
一
六

株
式
会
社

水
工
房

青
木

大
輔

青
木

敏

令
和
四

年
一
月

二
十
一

日

五
〇
四
二

株
式
会
社

精
研
東
京

本
社

上
野

俊
信

田
中

已
晴

同
月
二

十
四
日

〇
三
七
二

株
式
会
社

吉
備
水
道

商
会

吉
備

嘉
久

小
田

利
三

同
日

〇
二
一
六

岡
田
水
工

株
式
会
社

岡
田

幸
治

岡
田

幸
子

令
和
四

年
一
月

二
十
六

日

〇
三
四
八

新
星
設
備

工
業
株
式

会
社

星
名

清
輝

星
名

弘

同
日

三
〇
〇
八

株
式
会
社

富
張
興
業

冨
張

剛

冨
張

勉

同
日

四
六
五
〇

有
限
会
社

谷
平
設
備

工
業

谷
平

達
也

谷
平

安
訓

令
和
四

年
一
月

二
十
八

日

五
四
六
〇

新
日
空
サ

ー
ビ
ス
株

式
会
社

赤
松

敬
一

大
宮

祥
光

同
年
二

月
一
日

三
六
二
五

隅
田
川
工

業
株
式
会

社

亀
島

一
寛

亀
島

誠

同
月
二

二
七
六
四

株
式
会
社

村
井

一
平

村
井

信
二

日

村
井
工
業

所

同
月
十

四
日

五
六
九
三

サ
ン
エ
ー

ビ
ル
ド
シ

ス
テ
ム
株

式
会
社

前
田

嘉
人

山
本

弘
子

同
日

二
六
八
二

東
栄
設
備

株
式
会
社

渡
邉

賢
太

渡
辺

嘉
之

令
和
四

年
二
月

十
六
日

〇
七
九
一

有
限
会
社

田
原
水
道

工
業
所

池
田

昌
彦

原

壮
介

同
月
十

八
日

二
六
〇
七

阿
部
水
道

工
業
株
式

会
社

阿
部

善
弘

阿
部

善
志

同
日

〇
五
一
三

有
限
会
社

高
橋
工
業

所

髙
橋

洋
太

髙
橋

勉

令
和
四

年
二
月

二
十
一

日

三
〇
五
五

青
木
工
業

株
式
会
社

青
木

教
彦

青
木

稔

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

東
京
都
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者

を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業

者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
七

条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

一

指
定
し
た
事
業
者
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指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

代
表
者

事
業
所
所
在
地

五
七
八
九

多
田
ホ
ー

ム
株
式
会

社

多
田

次
子

大
田
区
南
雪
谷
四
丁
目

五
番
三
号

五
七
九
〇

Ｉ
ｓ
ｌ
ｅ

設
備
工
業

株
式
会
社

島
﨑

大

西
東
京
市
中
町
二
丁
目

二
番
三
号

五
七
九
一

株
式
会
社

シ
ス
テ
ム

設
備

相
澤

孔
明

目
黒
区
五
本
木
一
丁
目

三
十
三
番
二
十
一
号

五
七
九
二

株
式
会
社

Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｅ

Ｃ

伊
藤

礼

練
馬
区
大
泉
町
三
丁
目

三
十
一
番
二
十
九
号

一
〇
三

二

指
定
年
月
日

令
和
四
年
一
月
十
二
日

一

指
定
し
た
事
業
者

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

代
表
者

事
業
所
所
在
地

五
七
九
三

鈴
木
工
業

株
式
会
社

鈴
木

航

北
区
東
田
端
二
丁
目
十

二
番
十
四
号

第
二
東

田
端
ビ
ル
七
〇
三

五
七
九
四

株
式
会
社

坂
田
設
備

坂
田

真
志

足
立
区
平
野
一
丁
目
十

番
二
十
号

二
〇
二

五
七
九
五

株
式
会
社

野
﨑
設
備

野
﨑

正
明

豊
島
区
千
早
一
丁
目
二

十
八
番
八
号

五
七
九
六

篠
塚
工
業

所

篠
塚

幸
樹

目
黒
区
中
根
二
丁
目
四

番
十
二
号

五
七
九
七

有
限
会
社

サ
ン
衛
生

設
備

松
丸

和
久

江
戸
川
区
下
篠
崎
町
十

五
番
六
号

二

指
定
年
月
日

令
和
四
年
二
月
九
日

一

指
定
し
た
事
業
者

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

代
表
者

事
業
所
所
在
地

五
七
九
八

株
式
会
社

髙
橋
設
備

髙
橋

一
章

足
立
区
江
北
一
丁
目
十

番
三
号

四
〇
三
号

五
七
九
九

株
式
会
社

東
京
設
備

企
画

阿
部

邦
洋

板
橋
区
富
士
見
町
三
十

番
十
一
号

二

指
定
年
月
日

令
和
四
年
三
月
九
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


